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審査請求人

■■■ -■

審査請求代理人

■
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庁分処

１

上記審査請求人（以下「請求人」という。）から平成２５年１月２４日付けで提起された､上記処分庁が■｣付けで行った生活保護廃止決定処分
（以下「本件処分」という。）に係る審査請求（以下「本件審査請求」という。）
については、次のとおり裁決する。

主 文
本件処分を取り消す。

理 由
第１審査請求の趣旨及び理由

本件審査請求の趣旨及び理由は次のとおりであり、本件処分は違法であると
主張しているものと解される。

１審査請求の趣旨
本件審査請求の趣旨は、本件処分について、その取消しを求めるというもの

である。

２審査請求の理由
本件審査請求の理由の要旨は、次のとおりである。

（１）請求人には要保護性がある
本件処分を行った理由として、「'■■■■

｜-Ｉとの記載がある６確かに、請求人は、

’



〆

■ ■
ﾄー皿生活保護法による保護を必要としなくなったものでは
なく、本件処分は違法である。

（２）本件処分に係る経緯
■ころ'■こなり､それ以降に'請求人は《知人である■！哩下

雷ころに“〕た｡請求人は､’

請求人は､|

臺一｣という｡
を共にしている

鴬楢

二日臘帥’）
ではなかった。請求人は、の

｜こなとった。

瞳曜活罹星蘆上伺同唾謹が譽灌鮠壼毫■こ転院し､---̅症̅頁に退院した｡請求人は､退院した日にEしていた■■■■の自宅に戻ったところ､本件処
分がなされた。

（３）請求人の収入について
請求人は､１１■■■■こ

ない。請求人は、本件処分後であ
■■■詞｜受領したが、
●蝦度しか手持ち金がない。また、
今後勤労収入を得る目処は立たない。

（４）まとめ
請求人は､■■し■■■に居住しているが､現在収入がなく、今後も収入
を得る見込みがないから、檀｣及び｢■■■」は生活保護廃止の
事由にはならず、審査請求に係る処分は違法である、取り消されるべきであ
る。

２

１

第 当庁の認定事実及び判断
認定事実
調査したところ、次の事実が認められる。

---Ｉしていたが
り､酢ある■一#こ転居’（１）請求人は、

し、無職にな 一一』、，-） Iに廃業

’ ｜’（２）請求人は、
たこと。

王■■■■■■■■■■ 'し

■■■に■Ｉ一 一（３）Ｉ 陥§一緒に処分庁を訪



れ、生活保護の申請を行ったこと。

(4)処分庁は､■-lに請求人が■■していた■■■■■を
訪問し、病状調査を行い、併せて請求人と面接を行ったこと。

( ‘ 鼻 一 驚 ＝ 禦 曹 主 撫
開始したこと。

(6)請求人は､■■■■■■■■■に転院したこと。
(7)請求人は､■■■■■■■■■■■l■に■し､■■■宅に戻っ
たこと。

■（８）処分庁は、
■■己

をもって「１．
たこと。

(9)請求人は､■■■■■■■■■付けで､本件審査請求を提起したこと。
('0)処分庁は､■-■■■■付けの弁明書において本件審査請求の棄却
を求め、その理由の要旨は次のとおりであること。

ア審査請求書記載事実の認否
請求人に要保護性があることについて、保護廃止決定時においても「保護

を必要としなくなったものではなく、審査請求に係る処分は違法である」こ
とを否認する｡本件処分に至る経緯について、■と生計を共にしてい
るのではなかった」ことを否認する。まとめについて、「｢■は保護廃
止の事由にならない｣ことは認め、「■■■■■■」は保護廃止の事由に
ならず、審査請求に係る処分は違法であり、取り消されるべきである」こと
は否認する。

イ処分に至るまでの経緯
請求人l圭一発症し､■■■■■こ■患悪菫繍奎脅請求人が生活保護の相談堤拒談巻■■■と-，■
■■と■画が処分庁に来所じ､生活保護の申請悪行った｡生活馬
の申請仁際し1℃--k｢これ以上(請求人の)面倒を見ることはできない｡｣、
一一ま(請求人を■一Ｄ家に)住まわせることはできない｡」と話し､また､■■■■■も■に引き取ることはできない｡」と話していた。



そのため、処分庁としては、請求人Ｉ
認め､請求人について'■こ伴い、
生活保護申請を受理したものである。

請求人は今後の最低生活の維持が困難であると
’ ’として、

､請求人1割｜に転院し、処分庁は同月’４日に
騨、請求人の状況を確認している

睾謝状態に回復しなけ”しては、請求
ることはない
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■■ﾛ■| -そこで、処分庁としては、
って■■■■により言

をも
により請求人の生活保護を廃止したものである。

ウ弁明の理由
請求人の要保護性について､請求人は､■■■してＵＩこ居住することに

なったが､就労の目処が立たず今後収入を得る見込みがないと主張している。
確かに、審査請求人自身力■に即就労し、収入を得ることは困難な状況
にある。しかし､請求人は■ て」と同居しており、当時は保護を要する状態ではなかった｡それは､｜_雪生計を一にしていたためで
あり、今回轡よって､請求人I■ ﾄ̅ﾌ保護を要しない状態に戻った
と解するのが相当である。

函,"圖宅の一驚製て且､ そ れ 以 隆 一 ｉ
居住していたが、生計を共に

請求
の自宅の一部

しているものではないと主張し ､｜ -■■■
熱嘘潅罐艫雲令匡悪思鷺噸萱鬘墓

: 薦 鴬あ
の
■取したところ、最終的に１-動らお金をもらい､通帳に記帳していたと
話をしている。
世帯認定について､請求人力１陸構成している旨の住民票を提示し
ているが､請求人とＵは､現に同一の住居に居住しており、単に住民票
を分けていたにすぎず、生計が同一であるか、別であるかについてなんら証
明にならない｡むしろ､収入がない請求人にとって､■■と生計が同一で
あったからこそ、生活保護を申請するまで、生活がなりたっていたと考える
嚥自拳であう｡請求人と■■が同一の住居に居住し､--端求人に金銭を与え､請求人露評家事孝行ﾏていた事実からすると､ロ
酢るいはこれに準じた関係にあったと解するのが相当であり、一般の夫婦

入金の記



と同様に､生活保持義務関係と同等の相互扶助義務があると考えられ､■■■
砂聯続している限りは､生計の同一性が推定され､同一世帯としての認
定が相当である。
秘処分についてみると､請求人1個I訓■■■と生計回二閏係にあり､■■■■こよる同一雌と認定でぎ̅君ﾃ̅Lが面̅請求人のＢより、
生計百二房関係は破綻し､■-）解消した｡そのため､請表刀ま要歴
状態になり生活保護申請に至ったものと考えられる。その後､請求人囚
時には再度､城立したたに戻っている｡■■■■の回
復により、生計同一関係も回復したため、要保護状態は解消され、生活保護
廃止とした本件処分の決定をした。

('')m一付けで請求人は､行政不服審査法第33条第２項
の規定に基づき､本件審査請求に関して処分庁が審査庁に提出した書類一切
の閲覧請求をおこなったこと。

(12)ロー■■■■■■■■請求人は上記閲覧請求に係る書類を閲覧したこ
と。

('3)■■■■■■■■■■■請求人は反論書を提出し､その要旨は次のとおり
であること。

ア処分庁主張（弁明書）の事実に対する認否
請求人は■■■■には■■■■■■■と同居していたことは､１-，

の限度で認めるが、その当時保護を要する状態でなかったことは否認ない
し争う。請求人は収入がなかったので、手持ち金（預貯金）の如何によっ
ては要保護状態であった。
-iD側で■-１§いるの心河能であるとの認識だっ

た事実は不知。
処分庁が請求人からで家事をしていた｣事実を聴いたとの事

実は不知。「家事」の具体的内容が何を指すのか不明であるが、請求人が
■■■■■として自身の身の周りの家事をするのは当然のことである。請求人が通帳に入金されていた内容について｢わからない」と暖昧な発
言をしていた､最終的にI■勤らお金をもらい通帳に入金していたと
話したことは不知ないし否認する。処分庁の記録にも､言葉の暖昧さは「倒
れて間もないこともあるが」と断り書きが記載されている。

イ請求人の主張について
（ア）世帯認定の誤り



処分庁は、「請求人咽一℃--１■もしくはこれに準じた関係に
あり、同一世帯である」と主張するが、その事実認識は事実を誤認する
ものである｡請求人宮一一陰､単なる■大家と賃借人の関係にす
ぎないのであ
人と■まｎｌをどなくﾛ人らに婚姻意思はない｡請求---」い。 �°�Í�°�¯ ‘ 忌、

P - - - ̅ - 一 一 - ー
Iであればこのような住み分けがさ’ '。ーH-

れるはずがない｡請求人と座は､■こついて月謡■万円という
賃料の約束を口頭で交わしており、この旨は処分庁も聴取して面接記録
に記載があるところである。
請求人珂團､同一生計ではない｡請求人■ま､食事は個

々にとっており、食事は各自負担である。相互に他方の経済状況につい
知らず、両者の生計は独立している。現にこて

に幽冒扶養義務はない。上記のとおり、請
■やそれに準ずる関係ではなく、過去に扶養を行った経緯もないのだから､■■は請求人対些て迭養義養を負嘩い。

廼雰芹忌､請求人と1̅-がもしくはこれに準じた関係」
であったと主張する。しかし、「これに準じた関係」とは趣旨不明瞭で
あるし､■■■■■といえないならば夫婦同様の扶養義務も生じるはずは
なく、法律的な意味のない主張である｡また､■--画ついて判例は、
| - -Ｉ

「-＝’･そのよう置圃＊
いかぎり、生活保持義務を負わせることはできない。

Ｉ一 一 一 一 一 一 一 口 一

一 一

ｰ

処分庁は､請求人圏■:､唾よって破綻し､■
讐主三廻璋し準と霊するが､そ‘?よう密安定な関係でI■■とは到底呼雄とはできない｡処分庁は、mが請求人に悪霊乏
写え､請副珈の家事を行っていた事実力職-れば｣｜にあったと解する而洞目当と主張している。しかしこれは根拠の薄弱な
決め付けである。

(イ）要保護性判断の誤り
処分庁は ｢請求人が ､｜塁に戻ったことから ､｜掴

回復し、生計同一関係も回復したため、要保護状態が解消された」と主
張する。しかしゞ上記のとおり、請求人吋卜ら扶養を受けていな
い。また、請求人には収入がないことに争いはなく、請求人の収入が最
低生活費を下回っていることは明らかである。そのため、請求人には要
保護性があり、処分庁は、請求人の要保護性判断を誤っている。
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行政不服（８）以上検討したとおり、本件審査請求には理由が認められるため、
審査法第４０条第３項の規定により主文のとおり裁決する。
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